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表紙

第22期 定時株主総会

招集ご通知
　

2020年7月1日から2021年6月30日まで

招集ご通知提供書面

　●事業報告

　●計算書類

　●監査報告

株主総会参考書類
　

証券コード：4575

開催情報

日時：2021年9月28日（火曜日）

午前10時 開会

場所：静岡県沼津市上土町100-1

沼津リバーサイドホテル　3階

「駿河」

（詳しくは末尾の会場ご案内図

をご参照ください。）

パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

招集ご通知がスマホでも！

https://p.sokai.jp/4575/
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株主各位

証券コード　4575

2021年9月3日

株 主 各 位
静岡県沼津市大手町二丁目2番1号

株 式 会 社 キ ャ ン バ ス
代表取締役社長 河 邊 拓 己

1．日 時 2021年9月28日（火曜日）午前10時

2．場 所 静岡県沼津市上土町100-1

沼津リバーサイドホテル　3階「駿河」

（詳しくは末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3．目 的 事 項

【報告事項】 第22期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）

事業報告の内容、計算書類の内容報告の件

【決議事項】

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

第22期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第22期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し

上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行

使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう
え、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
[書面（郵送）による議決権行使の場合]
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年9月27

日（月曜日）午後11時までに到着するようご返送ください。
[インターネットによる議決権行使の場合]
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセ

スしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」および
「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、2021年9月27日
（月曜日）午後11時までに、議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネ

ットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げま
す。

敬　具

記

以　上

－ 1 －
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株主各位

＜株主報告会開催のお知らせ＞

　株主総会終了後、同会場にて株主報告会を開催いたします。お時間が許しましたら、引き

続きご出席のほどお願い申し上げます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申し上げます。当日は9時30分より受付を開始いたし

ます。

また、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当日ご出席の際は、マスクの着

用をお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに、事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、

インターネット上の当社ウェブサイト

（アドレス https://www.canbas.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 2 －
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インターネット議決権行使のご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主のみなさまの大切な権利で
す。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してく
ださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席する方法

書面（郵送）で議決権を

行使する方法

インターネットで議決権を

行使する方法

当日ご出席の際は、お手数

ながら、同封の議決権行使

書用紙を会場受付へご提出

ください。

同封の議決権行使書用紙に

各議案の賛否をご表示のう

え、ご返送ください。

次ページの案内に従って、

各議案の賛否をご入力くだ

さい。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2021年9月28日（火曜日）

午前10時

2021年9月27日（月曜日）

午後11時必着

2021年9月27日（月曜日）

午後11時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

賛成の場合 「賛」の欄に〇印

反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

全員反対する場合 「否」の欄に〇印

一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権

行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行

使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 3 －
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インターネット議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する3

「新しいパスワード」

を入力

「送信」を

クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス

ワード」を入力しクリック
2

「ログインID・仮パス

ワード」を入力

「ログイン」を

クリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を

行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入

力する方法」をご確認ください。

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取っ

てください。
1

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力す

ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

－ 4 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

《提供書面》

事　 業　 報　 告

（2020年7月1日から2021年6月30日まで）

1．会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過および成果

　当社は、抗癌剤の基礎研究および臨床開発、ならびにそのために必要な提

携パートナーの獲得活動に取り組んでいます。

　当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501は、過去の臨

床試験で得られたデータの詳細解析からわかった「癌微小環境」「癌免疫」

「癌幹細胞」などに関わる多様な作用がわかっています。これを踏まえて当

社は、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験（フェーズ1b

試験）を実施し、さらに現在はこれに続く第2相試験の準備を進めていま

す。開発にかかる提携パートナーの確保を目指した活動も積極的に展開して

いますが、当事業年度中の提携パートナーの確保には至りませんでした。

　2つ目の候補化合物CBS9106については、2014年12月にライセンス契約を締

結した米国 Stemline Therapeutics, Inc. （以下「Stemline社」）が、進行

固形癌患者を対象とし主に安全性の評価を目的とした臨床第1相試験を進め

ており、現在はその終盤を迎えています。

　さらに当社は、これらの2つの候補化合物の後続パイプラインとなる新規

候補化合物の探索・創出に向けて、当社独自の薬剤スクリーニング法による

探索研究と、CBP501に関する新たな知見を基にした「次世代CBPプロジェク

ト」からの創出に取り組み、また、東京大学医学部附属病院、ファルマバレ

ープロジェクト（一般財団法人ふじのくに医療城下町推進機構、静岡県立大

学）らと共同研究を進めています。これらの取り組みから当社は現在、CBP-

A08、CBP-B、IDO/TDO阻害剤など複数の次世代パイプラインを有していま

す。

　以上の結果、当事業年度の事業収益は、Stemline社とのライセンス契約に

基づくテクニカルアドバイザリーフィー108,945千円を計上いたしました。

また、当事業年度の研究開発費は、例年水準の基礎研究費支出にCBP501臨床

試験関連の支出が加わり、前期比11,967千円減少の430,237千円となりまし

た。販売費及び一般管理費は、前期比8,216千円減少の226,379千円となり、

研究開発費と合わせた事業費用は、前期比20,184千円減少し、656,616千円

となりました。この結果、営業損失は547,671千円（前事業年度営業損失

－ 5 －
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

566,800千円）、経常損失は555,112千円（前事業年度経常損失573,686千

円）、当期純損失は531,034千円（前事業年度当期純損失572,790千円）とな

りました。

(2) 設備投資の状況

　該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況

　当社は、当事業年度において、新株予約権の発行および行使により、総額

732,104千円の資金を調達しました。

区 分
第 19 期

2018年6月期
第 20 期

2019年6月期
第 21 期

2020年6月期

第 22 期
2021年6月期

（当事業年度）

事 業 収 益（千円） 110,000 115,550 110,000 108,945

経 常 利 益
（ △ は 損 失 ）

（千円） △547,091 △534,958 △573,686 △555,112

当 期 純 利 益
（ △ は 純 損 失 ）

（千円） △532,087 △456,208 △572,790 △531,034

1 株 当 た り
当 期 純 利 益
（ △ は 純 損 失 ）

△96円70銭 △77円06銭 △83円64銭 △70円01銭

総 資 産（千円） 578,289 875,373 1,263,283 1,295,610

純 資 産（千円） 421,936 656,290 236,902 437,972

1 株 当 た り
純 資 産 額

62円93銭 84円20銭 21円58銭 40円35銭

(4) 直前3事業年度の財産および損益の状況

（注）　記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しています。

－ 6 －
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況

(5) 対処すべき課題

　当社は、独自の創薬エンジンを基に技術とプロダクトの両方を自社で創出

する「創薬企業」として、付加価値の高いビジネスモデルを志向していま

す。

　このために当面対処すべき経営課題を以下のとおり認識し、それぞれ対応

を実施しています。

・CBP501の臨床試験推進による企業価値向上

・中長期的な企業価値の源泉となる新規化合物パイプライン獲得と開発推

進

・上記課題解決・推進のための、提携の獲得・資金調達による財務基盤の

強化

事 業 内 容

医薬品事業 医薬品の研究開発

(6) 主要な事業内容（2021年6月30日現在）

名 称 所 在 地

本社 静岡県沼津市

(7) 主要な営業所（2021年6月30日現在）

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 7（－）名 1（－） 46.8歳 9.5年

女 性 5（－）名 －（－） 45.2歳 14.8年

合計または平均 12（－）名 1（－） 46.1歳 11.7年

(8) 従業員の状況（2021年6月30日現在）

（注）1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員を含みま

す）は、年間の平均人員を( )外数で記載しています。

2. 平均年齢および平均勤続年数は、表示単位未満を切り捨てて表示しています。

－ 7 －
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会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数　　 普通株式 15,000,000株

(2) 発行済株式の総数　　 普通株式 8,738,540株

(3) 株主数 6,148名

株 主 名 持 株 数
持 株
比 率

株 ％

Ｍ Ｓ Ｉ Ｐ  Ｃ Ｌ Ｉ Ｅ Ｎ Ｔ  Ｓ Ｅ Ｃ Ｕ Ｒ Ｉ Ｔ Ｉ Ｅ Ｓ 822,600 9.41

楽 天 証 券 株 式 会 社 223,900 2.56

株 式 会 社 S B I 証 券 209,709 2.39

マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 170,584 1.95

丹 波 　 弘 之 107,700 1.23

松 井 証 券 株 式 会 社 66,200 0.75

石 崎 　 一 也 66,000 0.75

山 下 　 智 平 57,600 0.65

庄 司 　 浩 之 50,000 0.57

投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号無限責任組合員インフ
レ ク シ ョ ン ・ ツ ー ・ ジ ー ピ ー ・ イ ン ク 50,000 0.57

2．会社の株式に関する事項（2021年6月30日現在）

（注）新株予約権の行使により発行済株式の総数は1,702,100株増加しています。

(4) 大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式（485株）を控除して計算しています。

－ 8 －
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新株予約権等に関する事項

発 行 決 議 の 日 2016年5月25日

新 株 予 約 権 等 の 数 1,175個

新 株 予 約 権 等 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類

普通株式

新 株 予 約 権 等 の 目 的 と な る
株 式 の 数

117,500株

新 株 予 約 権 等 の 発 行 価 額 無償

新 株 予 約 権 等 の 権 利 行 使 価 額 813円

権 利 行 使 期 間 2018年6月9日から2023年6月8日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件

①本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、監
査役、顧問、従業員の何れもの地位を喪失した場
合、その後、本新株予約権を行使することはできな
い。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当
社の都合による場合はこの限りでない。

②本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使す
ることができない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総
数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは
できない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできな
い。

役員の

保　有

状　況

取 締 役
（監査等委員を除く）

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数
1,000個

目的となる株式数
100,000株

保有者数　　 3人

社 外 取 締 役 －

取　　　締　　　役（監査等委員）

新株予約権の数
175個

目的となる株式数
17,500株

保有者数　　 3人

3．新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末の当社役員が保有している職務執行の対価として交付された

新株予約権等の状況（2021年6月30日現在）

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人に対して交付した新株予

約権の状況

該当事項はありません。

－ 9 －
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新株予約権等に関する事項

新 株 予 約 権 等 の 数 17,629個

新 株 予 約 権 等 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類

普通株式

新 株 予 約 権 等 の 目 的 と な る
株 式 の 数

1,762,900株

新 株 予 約 権 等 の 発 行 価 額 新株予約権1個当たり 549円

新 株 予 約 権 等 の 権 利 行 使 価 額 当初行使価額 610円 ※

権 利 行 使 期 間 2020年11月24日から2022年11月24日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(3) その他新株予約権等の状況

当事業年度（2020年11月5日取締役会決議）に発行した新株予約権等

(注）発行時の状況を記載しています。

 ※ 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。行使価額は、各修正日（行使請求通知を当社が

受領した日、または売買立会が終了している場合はその翌日）の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の90%に相当する金額に修正されます。但し、上記計算の結果算出される金額が下限行使価額305円(調

整されることがあります)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。
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氏 名 地 位 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

河 邊 拓 己 代表取締役社長

加 登 住 　 　 　 眞
取締役
最高財務責任者

経営企画室 ㈱トレタ取締役監査等委員

坂 本 一 良 取締役 管理部

松 﨑 恭 子 取締役（監査等委員）

白 川 彰 朗 取締役（監査等委員）

㈱インテリジェント・キャピタル
ゲイト代表取締役
㈱ママスクエア取締役
㈱ZenmuTech社外取締役

古 田 利 雄 取締役（監査等委員）

弁護士法人クレア法律事務所代表
弁護士
㈱モダリス社外取締役監査等委員
ジェイファーマ㈱監査役

小 宮 山 　 靖 　 行 取締役（監査等委員）
社会保険労務士法人みくりや社中
代表

4．会社役員に関する事項

(1) 取締役に関する事項（2021年6月30日現在）

（注）1. 取締役（監査等委員）松﨑恭子氏、取締役（監査等委員）白川彰朗氏、取締役（監査

等委員）古田利雄氏および取締役（監査等委員）小宮山靖行氏は、社外取締役です。

2. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているた

め、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定してい

ません。

3. 当社は、取締役（監査等委員）白川彰朗氏、取締役（監査等委員）古田利雄氏および

取締役（監査等委員）小宮山靖行氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ています。

4. 当社は、会社法第427条第1項および当社定款第29条第2項に基づき、監査等委員である

取締役との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任限定契約

を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に規定

する最低責任限度額としています。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者である取締役（監査等委員である取締役を含む）が負担すること

になる法律上の損害賠償金、損害賠償請求対応等の費用等の損害を当該保険契約によ

り填補することとしています。ただし、意図的に違法行為を行った取締役自身の損害

等は填補されないなど、取締役による職務執行の適正性は損なわれない仕組みとなっ

ています。なお、本保険の保険料は全額当社が負担しています。
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会社役員に関する事項

(2) 取締役の報酬等

① 取締役の報酬等の決定方針

　当社は、2021年3月開催の取締役会において、取締役（監査等委員を除

く）の個人別報酬等の決定方針を以下のとおり決議しています。

また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議さ

れた決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うも

のであると判断しています。

　なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬等については、株主総会

後最初に開催される監査等委員会において協議により決定しています。
（ｱ）基本方針

当社の取締役の報酬は、金銭報酬と、非金銭報酬等とで構成する。
業績連動報酬等は、当面これを定めない。

（ｲ）金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える

時期または条件の決定に関する方針を含む。）

(a) 報酬等（業績に連動しない金銭報酬）の額またはその算定方法の

決定方針（会社法施行規則98条の5第1号）

取締役の金銭報酬のうち業績に連動しない金銭報酬は、月例の固

定報酬とし、各取締役の役位、職責、在任年数等（以下「役位

等」と総称する。）に応じ、当社の業績及び財務の推移も併せ総

合的に勘案して、取締役会で協議決定する。

(b) 非金銭報酬等がある場合には、その内容および非金銭報酬等の額

もしくは数またはその算定方法の決定方針（会社法施行規則98条

の5第3号）

当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ

ンセンティブを付与するため、取締役に対する非金銭報酬とし

て、無償でストックオプションを付与することがある。

取締役個別のストックオプション付与数は、役位等及び各取締役

に対し過去に付与され行使期間の残存しているストックオプショ

ンの内容を総合的に勘案して決定する。

(c) 報酬等の種類ごとの割合の決定方針（会社法施行規則98条の5第4

号）

非金銭報酬等（業績連動報酬等を定める場合は非金銭報酬等と業

績連動報酬等の合計）が取締役の報酬に占める割合は、50％を上

限とする。
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(d) 報酬等を与える時期または条件の決定方針（会社法施行規則98条

の5第5号）

取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とする。

非金銭報酬としてストックオプションを付与する場合、付与の時

期、総数及び条件は、当社の業績及び財務の推移等を総合的に勘

案して取締役会で協議決定の上、株主総会の決議により付与す

る。

(e) 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項（会社法施

行規則98条の5第6号）

取締役会は、前各号の協議決定に基づく具体的内容の決定を代表

取締役社長に委任することがある。

当該委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数が社外取締役

で構成される監査等委員会から意見具申があった場合には、これ

を尊重する。

(f) その他重要な事項（会社法施行規則98条の5第8号）

取締役会及び代表取締役社長は、取締役の個人別の報酬等の内容

を決定するにあたり、当社の企業理念「フェアであること」に特

に留意する。

（ｳ）取締役の報酬等についての株主総会の決議

(a) 取締役(監査等委員を除く)報酬限度額は、2016年9月27日開催の第

17期定時株主総会決議において、金銭による報酬ならびにストッ

クオプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額120,000千円以

内と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委

員を除く）の員数は3名です。

(b) 取締役(監査等委員)報酬限度額は、2016年9月27日開催の第17期定

時株主総会決議において、金銭による報酬ならびにストックオプ

ション等の金銭でない報酬とを合わせて年額45,000千円以内と決

議しています。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の

員数は4名です。
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区分

報酬等

の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）
固定報酬

ストックオ

プション

左記のうち非

金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

44,408

(－）

44,408

(－）

　　　　－

(－）

　　　　－

(－）

　　　3

(－）

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

16,200

(16,200)

16,200

(16,200)

　　　　－

(－）

　　　　－

(－）

　　　4

(4）

合計

（うち社外取締役）

60,608

(16,200)

60,608

(16,200)

　　　　－

(－）

　　　　－

(－）

　　　7

(4）

② 当事業年度にかかる取締役の報酬等の総額　　　　　　（単位：千円）

（注）取締役（監査等委員を除く）の当事業年度の個人別報酬等の内容は取締役会で決議していま

す。

(3) 社外役員の他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等と

の関係

・取締役(監査等委員)白川彰朗氏は、株式会社インテリジェント・キャピタ

ルゲイト代表取締役、株式会社ママスクエア取締役および株式会社

ZenmuTech社外取締役です。当社と株式会社インテリジェント・キャピタ

ルゲイト、株式会社ママスクエアおよび株式会社ZenmuTechとの間には特

別な関係はありません。

・取締役(監査等委員)古田利雄氏は、弁護士法人クレア法律事務所代表弁護

士、株式会社モダリス社外取締役監査等委員およびジェイファーマ株式会

社監査役です。当社と弁護士法人クレア法律事務所、株式会社モダリスお

よびジェイファーマ株式会社との間には特別な関係はありません。

・取締役(監査等委員)小宮山靖行氏は、社会保険労務士法人みくりや社中代

表です。当社と社会保険労務士法人みくりや社中との間には特別な関係は

ありません。
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区 分 氏 名
主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行っ

た職務の概要

取 締 役
(監査等委員)

松 﨑 恭 子

当事業年度に開催された取締役会17回の全回および監査等委

員会11回の全回に出席いたしました。主に監査等委員会委員

長としての見地から、取締役による日々の業務執行の態様な

どについて、監査、監督を行っています。

取 締 役
(監査等委員)

白 川 彰 朗

当事業年度に開催された取締役会17回の全回および監査等委

員会11回の全回に出席いたしました。ベンチャー投資会社や

ベンチャー企業での経験、広範な経理・財務関係、証券関

係、法務関係の知識に基づき、主に経理・財務面について、

監督、助言を行っています。

取 締 役
(監査等委員)

古 田 利 雄

当事業年度に開催された取締役会17回の全回および監査等委

員会11回の全回に出席いたしました。主に弁護士としての専

門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持に

ついて監督、助言を行っています。

取 締 役
(監査等委員)

小宮山　靖　行

当事業年度に開催された取締役会17回の全回および監査等委

員会11回の全回に出席いたしました。社会保険労務士として

多数の企業で顧問業務を行ってきた経験および知識に基づ

き、主に当社の人事・労務面におけるコンプライアンスの実

践について、監督、助言を行っています。

(4) 社外役員の主な活動状況
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支 払 額

当事業年度にかかる会計監査人の報酬等の額 15,500千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額

15,500千円

5．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度にかかる会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載してい

ます。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画および監査手続きの概要、報酬見積の算出根

拠（監査業務の実施体制および実施日数）などが適切であるかどうかについて、過去

の実績、および類似会社の会計監査人の報酬事例に照らして検証したうえで、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1

項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等

委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員

会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会

計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第1項および当社定款第36条第2項に基づき、会計

監査人との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、責任

限定契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第

425条第1項に規定する最低責任限度額としています。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

6．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

（1）内部統制システム構築の基本方針の概要

　当社が制定している内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりで

す。この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、今後も

より効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行

い、継続的な改善を図っていきます。

① 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制

　当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締

役の業務執行状況の監督等を行う。

　また、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの体制・仕

組みづくりとコンプライアンス意識の啓発活動を行い、必要に応じて社長

に対する助言を行うとともに、平素の業務執行全般にわたるコンプライア

ンス意識を高めるべく、役職員に対し教育等を実施する。

　さらに、取締役による法令等に抵触しもしくはその疑いのある職務執行

についての相談、通報等に関しコンプライアンス相談窓口制度を適切に運

用し、不正行為等の早期発見とその是正を図る。

　なお、会計監査人および監査等委員会による監査と別に、内部監査規程

に基づき監査を実施する。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

　当社は、法令および文書管理規程に基づき、文書等の保存を行う。

　また、情報の管理については情報システム管理規程および運用実施要

領、個人情報保護については必要に応じガイドライン等を定め、適切に対

応する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、平時から全社横断的な情報交換と各部門の有するリスクの洗い

出しを実施してリスクの軽減に取り組むとともに、有事においては危機管

理規程に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置して危機管理にあた

る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締

役の業務執行状況の監督等を行う。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

　また、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画

および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定するとともに、各部門に

おいてはその目標達成に向け具体策を立案し実行する。

　なお、これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基

づき監査を実施する。

⑤ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制

　当社は、使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題とし

てとらえ業務運営にあたるよう、教育の機会や日常のミーティング等を通

じて指導する。

　また、使用人による法令等に抵触しもしくはその疑いのある職務執行に

ついての相談、通報等に関しコンプライアンス相談窓口制度を適切に運用

し、不正行為等の早期発見とその是正を図る。なお、これら職務執行の適

正性・効率性については、内部監査規程に基づき監査を実施する。

⑥ 会社の属する企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は特定の企業集団に属しておらず、また当社の子会社・関係会社も

存在しないため、当該体制は特に有していない。

⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合

における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対す

る監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

　当社では、監査等委員会の判断により、当社の規模に鑑み、監査等委員

会の職務を補助すべき独立した使用人を設置していないが、監査等委員会

が当該使用人の設置を求めたときは遅滞なく、監査等委員会の業務補助の

ため補助使用人を置く。

　専任でない補助使用人が監査等委員会補助職務を担う場合には、監査等

委員会の当該補助使用人に対する指揮命令に関しては取締役（監査等委員

である取締役を除く。）以下当該補助使用人の属する組織の上長等の指揮

命令を受けず、監査等委員会にかかる業務に優先して従事する。また、当

該補助使用人の人事処分には監査等委員会の同意を必要とする。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

⑧ 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の

監査等委員会への報告に関する体制、当社の監査等委員会へ報告をした者

が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制、監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の

処理にかかる方針に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行わ

れることを確保するための体制

　当社取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること

を発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。

　また、監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業

務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な稟

議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役ま

たは使用人にその説明を求める。

　なお、監査等委員は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマ

ツから会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換など連携

を図ることによって、監査等委員会による監査の実効性を確保する。

　当社は、内部通報制度を通じた通報を含め、監査等委員会に報告した者

に対し、当該通報・報告をしたことを理由として解雇その他の不利な取扱

いを行わないこととし、これを取締役および使用人に周知徹底する。

　当社は、監査等委員からその職務の執行について生ずる費用等の請求が

あった場合には、当該費用等が監査等委員会の職務の執行に必要でないと

認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書

の有効かつ適切な提出のため、関連諸規程を整備し、内部統制システムを

構築する。

　内部統制システムの機能の適正性を継続的に評価し、必要に応じて是正

することによって、金融商品取引法および関連法令等への適合性を確保す

る。

⑩ 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

　「キャンバス行動規範」に基づき、市民社会の秩序・安全に脅威を与え

る反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針とし、反社会的

勢力からの不当要求や働きかけに対しては、毅然と対応することによっ

て、反社会的勢力を排除する。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

　この基本方針と対応方針を徹底するために、反社会的勢力に対応する主

管部署を管理部に定めるとともに、不当要求や働きかけがあったときは反

社会的勢力対応要領に基づき直ちに統括部署に報告し組織的に対応する。

⑪ この基本方針および規程等の見直しについて

　当社は、今後この基本方針および規程等を常に見直し、必要に応じ改正

することによって、事業内容の拡充や周辺環境の変化に対応する。

（2）内部統制システムの運用状況の概要

　当社は、単一事業所からなる小規模・少人数組織であり、そのフラットな

組織構成の利点を生かし、内部統制システムの運用を行っています。

① 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制

・定例取締役会が毎月1回開催されているほか、臨時取締役会が適宜開

催されている。重要事項の決定、各部門管掌取締役からの業務報告等

につき、監査等委員を交え活発な質疑応答が行われている。

・定例取締役会に引き続き、コンプライアンス委員会が開催されてお

り、経営レベルでのコンプライアンス関連事項につき議論している。

・不正行為の早期発見および是正を目的として、監査等委員ならびに管

理部長を窓口とするコンプライアンス相談窓口制度が、コンプライア

ンス相談窓口規程に基づき運用されている。

・内部監査を通じて、取締役による職務執行の態様およびコンプライア

ンス相談窓口制度の運用状況につきモニタリングを行っている。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

・文書管理規程、情報システム管理規程および運用実施要領が整備され

ている。

・内部監査を通じて、文書管理の態様につきモニタリングを行ってい

る。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・平時においては、取締役会等において、新たなリスクの認識とその対

応につき議論されている。

・有事に対応するため、危機管理規程が整備されている。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定例取締役会が毎月1回開催されているほか、臨時取締役会が適宜開

催されている。重要事項の決定、各部門管掌取締役からの業務報告等

につき、監査等委員を交え活発な質疑応答が行われている。

・予算管理規程に基づき、年度予算編成方針および年度予算案が予算委

員会において策定され、取締役会で承認されている。

・年度予算の執行状況が月次の定例取締役会で報告されている。

・内部監査を通じて、予算編成プロセスの適正性ならびに予算執行の適

正性・効率性につきモニタリングを行っている。

⑤ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制

・不正行為の早期発見および是正を目的として、監査等委員ならびに管

理部長を窓口とするコンプライアンス相談窓口制度が、コンプライア

ンス相談窓口規程に基づき運用されている。

・内部監査を通じて、使用人による職務執行の態様ならびにコンプライ

アンス相談窓口制度の運用状況につきモニタリングを行っている。

⑥ 会社の属する企業集団における業務の適正を確保するための体制

　該当事項はありません。

⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に

おける当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対

する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

・監査等委員会の判断により、現状、監査等委員会の業務補助のための

補助使用人を設置していないが、監査等委員会規程において同使用人

の整備を取締役に要請できる旨定められている。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

⑧ 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監

査等委員会への報告に関する体制、当社の監査等委員会へ報告をした者

が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制、監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債

務の処理にかかる方針に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的

に行われることを確保するための体制

・監査等委員は、経営層会議のほか、主要な業務レベル会議に適宜出席

し、質疑応答を行っている。また、稟議書、主要な契約書等の重要文

書の閲覧を通じて、職務執行の状況をモニタリングしている。

・監査等委員は、会計監査人との定期的なミーティングを通じて情報交

換を行っているほか、監査等委員と内部監査人は日常的に情報交換を

行っている。

・不正行為の早期発見および是正を目的として、監査等委員ならびに管

理部長を窓口とするコンプライアンス相談窓口制度が、コンプライア

ンス相談窓口規程に基づき運用されており、当該通報・報告をしたこ

とを理由とした不利な取扱いを禁止するとともに、役職員に周知徹底

している。また、内部監査を通じて、コンプライアンス相談窓口制度

の運用状況につきモニタリングを行っている。

・監査等委員による職務執行にかかる費用の精算は、適宜滞りなく行わ

れている。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制

・金融商品取引法に規定される内部統制報告制度にかかる内部監査は、

内部統制委員会によって毎期承認された経営者評価計画書に基づき実

施されており、発見事項およびその改善状況が内部統制委員会に報告

されている。また、内部統制報告書案は内部統制委員会での審議を経

て取締役会で承認されている。

⑩ 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

・反社会的勢力対応要領に基づき、同勢力への対応窓口を管理部に一本

化する旨、全役職員に周知徹底している。

⑪ この基本方針および規程等の見直しについて

・この基本方針については、少なくとも年1回見直しが行われている。

・諸規程に関しては、諸規程管理規程に基づき定期的に見直しが行われ

ている。

・内部監査を通じて、諸規程見直しの状況につきモニタリングを行って

いる。
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貸借対照表

（2021年6月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

未 収 消 費 税 等

そ の 他

固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

そ の 他
　

 1,263,843

 1,154,754

 1,217

 71,786

 11,771

 24,307

 5

 31,766

 31,766

 31,766
　

流 動 負 債  107,643

未 払 金  85,564

未 払 費 用  1,253

未 払 法 人 税 等  18,716

預 り 金  2,108

固 定 負 債 749,994

転 換 社 債 型 新
株 予 約 権 付 社 債

749,994

負 債 合 計  857,637

純 資 産 の 部

株 主 資 本  352,642

資 本 金  4,954,952

資 本 剰 余 金  4,941,802

資 本 準 備 金  4,941,802

利 益 剰 余 金  △9,543,813

その他利益剰余金  △9,543,813

繰越利益剰余金  △9,543,813

自 己 株 式  △297

新 株 予 約 権  85,329

純 資 産 合 計  437,972

資 産 合 計  1,295,610 負 債 純 資 産 合 計  1,295,610

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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損益計算書

（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

事 業 収 益 108,945

事 業 費 用 656,616

研 究 開 発 費 430,237

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 226,379

営 業 損 失 547,671

営 業 外 収 益 3,365

受 取 利 息 38

為 替 差 益 3,319

そ の 他 6

営 業 外 費 用 10,807

社 債 利 息 7,503

株 式 交 付 費 3,303

経 常 損 失 555,112

特 別 利 益 25,328

保 険 差 益 20,620

補 助 金 収 入 4,708

税 引 前 当 期 純 損 失 529,784

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,250

当 期 純 損 失 531,034

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書

（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

2 0 2 0 年 7 月 1 日 残 高   4,589,044 4,575,894  △9,012,779 △297  151,862

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 365,907 365,907 731,815

当 期 純 損 失 （ △ ）   △531,034 △531,034

自 己 株 式 の 取 得 － －

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 365,907 365,907   △531,034 －  200,780

2 0 2 1 年 6 月 3 0 日 残 高  4,954,952 4,941,802  △9,543,813 △297 352,642

新株予約権 純資産合計

2 0 2 0 年 7 月 1 日 残 高  85,040  236,902

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行  731,815

当 期 純 損 失 （ △ ）   △531,034

自 己 株 式 の 取 得 －

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

289 289

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 289 201,070

2 0 2 1 年 6 月 3 0 日 残 高 85,329 437,972

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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注記事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首株
式 数 （ 株 ）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （ 株 ）

普 通 株 式 7,036,440 1,702,100 － 8,738,540

株 式 の 種 類
当事業年度期首株
式 数 （ 株 ）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （ 株 ）

普 通 株 式 485 － － 485

株 式 の 種 類
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 数 （ 株 ）

当事業年度期首 当事業年度増加数 当事業年度減少数 当事業年度末

普 通 株 式 1,445,182 1,784,017 1,702,100 1,527,099

注記事項

（重要な会計方針に関する注記）

1. 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産 終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（ただし、建物（2016年3月31日以前に取得した

建物附属設備を除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物 3年～18年

工具、器具及び備品 2年～10年

無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（5年）に基づく定額法

3. 繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理しています。

4. 消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ

ており、控除対象外消費税および地方消費税は、当事業

年度の費用として処理しています。

（株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式の総数

（注）当事業年度増加株式数は、2019年10月31日付で第三者割当により投資事業有限責任組合インフレクションII号Vに

対し付与した新株予約権ならびに2020年11月24日付で第三者割当により投資事業有限責任組合インフレクションII

号、InfleXion II Cayman, L.P.およびフラッグシップアセットマネジメント投資組合90号に対し付与した新株予

約権の権利行使に伴うものです。

2. 自己株式の数

3. 新株予約権の目的となる株式の数（行使期間の初日が到来していないものを除く）

（注）当事業年度の増加のうち1,161,200株、452,400株および149,300株は、それぞれ2020年11月24日付で第三者割当に

より投資事業有限責任組合インフレクションII号、InfleXion II Cayman, L.P.およびフラッグシップアセットマ

ネジメント投資組合90号に対し付与した新株予約権の発行に伴うものです。また、転換社債型新株予約権付社債の

転換価額の調整に伴い、21,117株が増加しています。

当事業年度減少数のうち20,400株については、2019年10月31日付で第三者割当により投資事業有限責任組合インフ
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注記事項

税務上の繰越欠損金 1,199,712千円

その他 92,856千円

繰延税金資産小計 1,292,569千円

税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額 △1,199,712千円

将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当額 △92,856千円

評価性引当額小計 △1,292,569千円

繰延税金資産合計 －千円

レクションII号Vに対し付与した新株予約権の権利行使、また1,098,500株、439,900株および143,300株はそれぞれ

投資事業有限責任組合インフレクションII号、InfleXion II Cayman, L.P.およびフラッグシップアセットマネジ

メント投資組合90号に対し2020年11月24日付で第三者割当により付与した新株予約権の権利行使に伴うものです。

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については短期的かつ安全性の高い預金等に限定する方針です。

　デリバティブ取引については行っていません。

(2) 金融商品の内容および当該金融商品にかかるリスク

　未払金は、一部外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、短

期的な支払期日のものです。

(3) 金融商品にかかるリスク管理体制

 為替変動リスク

　外貨建ての営業債務に関しては、資金計画の策定時期と実際の支払時期の間に生じ

る為替変動リスクをヘッジするため、為替相場および当社財務状況等を踏まえ、支払

時期より前に外貨を調達することがあります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が含まれて

います。当該価額の算定においては、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。
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注記事項

貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

　(1) 現金及び預金 1,154,754 1,154,754 －

　(2) 未収消費税等 24,307 24,307 －

　資産計 1,179,061 1,179,061 －

　(1) 未払金 85,564 85,564 －

　(2) 未払法人税等 18,716 18,716 －

　(3) 預り金 2,108 2,108 －

　負債計 106,389 106,389 －

1年以内

（千円）

1年超

5年以内

（千円）

5年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

　現金及び預金 1,154,754 － － －

　未収消費税等 24,307 － － －

1年以内

（千円）

1年超

5年以内

（千円）

5年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

転換社債型新株予

約権付社債
－ 749,994 － －

2．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません。

（注） 1. 金融商品の時価の算定方法

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 未収消費税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっています。

負　債

(1) 未払金、(2) 未払法人税等、(3) 預り金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっています。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　転換社債型新株予約権付社債（貸借対照表上の金額 749,994千円）は、市場価格

がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とし

ていません。

3. 金銭債権の決算日後の償還予定額

4.社債の決算日後の返済予定額
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注記事項

1. 1株当たり純資産額 40円35銭

2. 1株当たり当期純損失(△） △70円01銭

当期純損失(△） △531,034千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式にかかる当期純損失(△） △531,034千円

期中平均株式数 7,584千株

（1株当たり情報に関する注記）

1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年8月10日

株　式　会　社　キ　ャ　ン　バ　ス

取 締 役 会 御 中
　

有限責任監査法人　トーマツ

　　　　　　　　静岡事務所
指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員

公認会計士 森 田 健 司 ㊞

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 崎 光 隆 ㊞

　

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社キャ

ンバスの2020年7月1日から2021年6月30日までの第22期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会

計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

計算書類に係る会計監査報告

－ 30 －



2021/08/19 14:37:42 / 21754168_株式会社キャンバス_招集通知

計算書類に係る会計監査報告

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監

査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に

応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者

によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
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計算書類に係る会計監査報告

切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する

注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す

る。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ

ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

第22期監査等委員会監査報告

　当監査等委員会は、2020年7月1日から2021年6月30日までの第22期事業年

度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結

果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用

の状況について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す

るとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の

方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する

事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す

る品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に

応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及び

その附属明細書について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

以　上

2021年8月10日

株式会社キャンバス　監査等委員会

監 査 等 委 員 松 﨑 恭 子 ㊞

監 査 等 委 員 白 川 彰 朗 ㊞

監 査 等 委 員 古 田 利 雄 ㊞

監 査 等 委 員 小宮山　靖　行 ㊞

　
（注）監査等委員は全員、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外

取締役であります。

以　上
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定款一部変更議案

現　行　定　款 変　更　案

第2章　株式

（発行可能株式総数）

第6条　当社の発行可能株式総数は、

15,000,000株とする。

第2章　株式

（発行可能株式総数）

第6条　当社の発行可能株式総数は、

35,000,000株とする。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

　(1)提案の理由

　　　今後の事業拡大にともなう機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とする

とともに、現存する新株予約権が今後行使された場合の新株式の発行に備

え、現行定款第6条の発行可能株式総数を15,000,000株から35,000,000株に

変更したいと存じます。

　(2)変更の内容

　　　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者
番 号

ふ  り  が  な

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当社
の 株 式 数

1

かわ

河

 

　
べ

邊

 

　
たく

拓

 

　
み

己
(1958年7月24日)

1990年 3月 京都大学大学院分子医学系専攻修

了　医学博士取得

1996年 7月 名古屋市立大学医学部分子医学研

究所助手

2000年 4月 同助教授就任

2001年 3月 当社取締役就任

2003年 5月 当社代表取締役社長就任(現任)

300株（注2）

2

か

加
と

登
ずみ

住

 

　

 

　

 

　
まこと

眞
(1964年3月30日)

1987年 4月 日本合同ファイナンス㈱

（現・㈱ジャフコ）入社

2000年 4月 エムビーエルベンチャーキャピタ

ル㈱取締役就任

2000年 9月 当社取締役就任

2005年 9月 当社取締役管理部長

2009年 5月 当社取締役最高財務責任者　兼　

管理部長就任

2020年10月 当社取締役最高財務責任者　兼　

経営企画室長就任(現任)

－株（注2）

（重要な兼職の状況）

　㈱トレタ取締役監査等委員

3

さか

坂

 

　
もと

本

 

　
かず

一

 

　
よし

良
(1963年4月15日)

1988年 4月 チェースマンハッタン銀行東京支

店入行

2004年 4月 NIFコーポレート・マネジメント

㈱取締役就任

2008年12月 当社入社　管理部企画担当

2010年 2月 当社経営企画室長

2010年 9月 当社取締役経営企画室長

就任(現任)

2020年10月 当社取締役管理部長就任(現任)

－株（注2）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）

全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、経営体制の強化の一層の強化を図るため、取締役1名を増員す

ることとし、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者に

ついて適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案

候補者
番 号

ふ  り  が  な

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当社
の 株 式 数

4

（新任）
ひ

日
び

比
の

野

 

　
とし

敏
ゆき

之

（1976年11月27日）

2001年 4月 中外製薬㈱入社

2008年 2月 三菱UFJ証券㈱（現：三菱UFJモル

ガン・スタンレー証券㈱）入社

2015年 9月 三井住友アセットマネジメント㈱

（現：三井住友DSアセットマネジ

メント㈱）入社

2020年 7月 当社入社　研究開発部長

2020年10月 当社最高執行責任者　兼　研究開

発部長（現任）

　－株

（注）1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 河邊拓己氏、加登住眞氏ならびに坂本一良氏の所有株式数は、第16回新株予約権の発

行に際し、各自が投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号と締結した株式貸借契

約に基づく貸株、河邊拓己氏8,000株、加登住眞氏4,800株ならびに坂本一良氏3,000株

をそれぞれ控除して表記しています。

3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者である取締役（監査等委員である取締役を含む）が負担すること

になる法律上の損害賠償金、損害賠償請求対応等の費用等の損害を当該保険契約によ

り填補することとしています。ただし、意図的に違法行為を行った取締役自身の損害

等は填補されないなど、取締役による職務執行の適正性は損なわれない仕組みとなっ

ています。なお、本保険の保険料は全額当社が負担しています。

各候補者が取締役に就任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含まれることと

なり、次回更新時には、同内容で更新する予定としております。

以　上
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地図

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：静岡県沼津市上土町100-1　沼津リバーサイドホテル　3階「駿河」

Ｎ

イーラ de

南口

JR沼津駅

野村證券
沼津支店

三井住友信託銀行
沼津支店

三菱UFJ銀行
沼津支店

旧　国　道　１　号　線

スルガ
銀行
本店

御成橋

静岡銀行沼津支店

沼津リバーサイドホテル
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【交通機関のご案内】

ＪＲ沼津駅南口より　　　　　徒　　歩　約10分

ＪＲ三島駅（新幹線）より　　タクシー　約20分


